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 このたび、来る２０２６年４月２０日（月）に、選出教区会議員の任期満了に伴う選挙が

実施されます。 

 この選挙の正式な告示は、２０２６年３月２７日（金）に行う予定ですが、教区会議員選

挙条例第１５条及び宗議会議員選挙条例第４７条第３項に基づき、必要な事項についてあら

かじめお知らせさせていただきます。 

 なお、日程は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 東京選挙区選挙管理会 

 

１ 選挙の基本日程について 

  このたびの選挙の基本日程は次のとおりとなります。 

   ■選挙人名簿作成基準日 ３月２４日（火） 

   ■選挙人名簿の閲覧可能期間 ３月２５日（水）～４月２０日（月） 

   ■選挙の期日等の告示日 ３月２７日（金） 

   ■立候補受付期間 ３月３０日（月）～４月１日（水） 

   ■立候補辞退受付期間 （立候補届受理後）～４月３日（金） 

   ■期日前投票期間 ４月１７日（金）～１９日（日） 

   ■選挙の期日（投票日） ４月２０日（月） 

 

２ 選挙資格及び被選挙資格について 

  ■東京選挙区の議員の定数  １７人 

  ■今回の選挙で選出すべき議員の数  １７人 

 

（１）選挙資格 

住職又は教会主管者若しくはそれらの代務者は、選挙資格を有し、選挙において投票

することができます。ただし、住職代務者を置いている寺院の住職又は教会主管者代務

者を置いている教会の教会主管者及び下記（１）～（３）に掲げる者は、選挙資格を有

しません。 

（１）謹慎以上の懲戒処分を受け、その施行を終わるまでの者又は施行を受けることが

なくなるまでの者 

（２）本派の選挙に関し謹慎以上の懲戒処分を受け、その施行を終わった後４年を経過

しない者又は施行を受けることがなくなった後２年を経過しない者 

（３）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることが

なくなるまでの者 

また、宗務役員その他役職により住職又は教会主管者若しくはそれらの代務者を命ぜ

られた者は、前２項の規定にかかわらず、その寺院又は教会においては、選挙資格を有

しません。 
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（２）被選挙資格 

   選挙資格を有する住職又は教会主管者は、被選挙資格を有し、選挙において立候補す

ることができます。 

ただし、下記（１）～（３）に掲げる者は、被選挙資格を有しません。 

（１）条例で宗務役員又は準宗務役員と定められた役職にあった者で、当該選挙の告示

日の前日までにその職を退いていない者 

（２）宗議会議員、組長又は査察委員であった者で、当該選挙の告示日の前日までにそ

の職を退いていない者 

（３）宗議会議員選挙条例で定める中央選挙管理委員会及び選挙区の選挙管理会の委員

及びその補充員であった者で、当該選挙の告示日の前日までにその職を退いてい

ない者 

 

３ 選挙人名簿の閲覧及び異議申立について 

（１）選挙人名簿の閲覧について 

  選挙の投票及び立候補は、選挙人名簿に登載された選挙人でなければ行うことができ

ません。そのため、選挙人名簿の登載状況を確認するために、名簿の「閲覧制度」が定

められています。 

①閲覧可能期間：３月２５日（水）～４月２０日（月） 

※休日、祝日及び教務所の事務休止日を除く 

②閲覧の目的：本人又は親族若しくは所属寺院及び氏名の知れている者が、 

選挙人名簿に正しく登載されているかの確認。 

③閲覧場所及び閲覧方法：教務所において、申請した対象者の名簿登載状況を目視にて

確認する。 

④申請方法：閲覧場所に備え付けの申請書に必要事項を記入する（押印必要）。 

（２）異議申立について 

   選挙人名簿は、名簿作成基準日（（３月２４日）現在の宗派登録情報（宗派承認が必要

な手続きは承認済みの情報のみを反映）を元に作成されます。万が一名簿の記載情報に

脱漏、誤載又は誤記があった場合は、閲覧時に立ち会う選挙係（教務所員）に申し出て

確認を求めてください。 

   なお、確認した内容に承諾できない場合は、選挙管理会への異議申立ができますので、

所定の申立書を提出してください。ただし、異議申立ができる期限は３月３０日（月）

までとなりますので、ご注意ください。 

 

４ 立候補について 

   立候補は、本人が自ら届け出る必要があります。申し出がありましたら、届出に必要

な用紙や諸注意を記した書類一式をお渡ししますので、あらかじめ選挙管理会までご連

絡ください。 

   なお、書留郵便による届け出も可能ですが、立候補届出最終日（4/1）の１６時教務

所必着となりますので、くれぐれもご留意ください。 
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５ 選挙運動について 

  選挙運動は、期間、内容及び選挙運動を行うことができる者に制限があります。詳しく

は別紙「教区会議員選挙における選挙運動について」をご参照ください。 

 

６ 選挙人に対する通知について 

  立候補者に関する情報や投票所に関する詳しい情報は、選挙管理会が選挙人に対する通

知としてまとめ、あらためてお知らせさせていただきます。なお、選挙人に対する通知は、

選挙管理会からの発送事務の完了期限を４月１３日（月）として、選挙人に送付します。 

 

７ 投票について 

（１）直接投票 

直接投票は、４月２０日（月）の９時～１７時に、組を単位に定められた投票区の投

票所において行われます。各投票区の投票所の設置場所等については、あらためて選挙

人に対する通知でお知らせします。なお、選挙人名簿の作成基準日以後に他の組へ所属

移転等をされた場合でも、名簿作成基準日現在の組が所属する投票区で投票を行う必要

がありますので、ご注意ください。 

≪投票区一覧表≫ 

投票区の名称 投票区の名称 投票の区域 投票所を設置する地域 

東京 

坂東 茨城１組 坂東市 

水戸 茨城２組 水戸市 

群馬 群馬組 前橋市 

栃木 栃木組 宇都宮市 

東京 
東京１～８組・千

葉組・埼玉組 
東京都台東区 

神奈川 
横浜組・川崎組・

三浦組・湘南組 
横浜市 

山梨 山梨組 甲府市 

長野 長野１～４組 長野市 

南信 長野５・６組 郵便投票 

 

（２）期日前投票 

   選挙の当日投票所に行くことができない選挙人は、下記の期間中に期日前投票をする

ことができます。詳しくは選挙人に対する通知にてお知らせしますので、ご確認くださ

い。 

期日前投票所 対象となる投票区 期間 受付時間 

教務所 すべての投票区 
４月１７日（金） 

～１９日（日） 
9：00～17：00 
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（３）郵便投票 

  Ａ：交通その他の事情により郵便投票を行うことがあらかじめ法規で定められた投票区

又は寺院（（教会）に所属する選挙人は、郵便による投票（郵便投票）を行います。投

票を行うこととなったときは、投票用紙等の必要書類を４月１３日（月）を発送事務

の完了期限として、寺院（教会）の所在地に送付します。 

  Ｂ：上記Ａ以外の選挙人についても、直接投票又は期日前投票のいずれも行うことがで

きない特定の事由がある場合は、選挙管理会への事前の届出により、郵便投票を行う

ことができます。詳細は以下の内容をご確認ください。ただし、郵便投票を行う選挙

人は、直接投票・期日前投票を行うことはできません。また、一旦届出が受理された

後は取りやめることができないので、ご注意ください。 

  ①事前届出による郵便投票を行うことができる場合の事由 

   （・交通事情その他居住地の都合による場合（Ａに該当する寺院に所属する選挙人であ

って、寺院とは居所が異なる選挙人についても適用可能） 

   ・入院、病気又は身体の故障による場合 

   ・宗務又は法務等の都合による場合 

  ②事前届出の方法 

   （・下記③の届出期限までに、選挙管理会（教務所）に所定の「「郵便投票届出書」を書

留郵便（書留速達又は簡易書留）で送付してください。 

   ・届出書には、運転免許証の写しや住民票等、「本人の氏名、生年月日が確認できる

証明書（本人確認書類）」の添付が必要です。 

   （・届出書は、郵便投票を希望する選挙人１人につき、１通が必要です。他人の届出を

まとめた届出などは受理することができません。 

   （・届出書は、教区のＷＥＢサイトからダウンロードいただくか、事前に選挙管理会（（教

務所）からお取り寄せください。 

  ③事前届出の期限 

   ４月８日（水）１７時必着 

  ④事前届出の受理 

   選挙管理会にて郵便投票の事前届出を受理したときは、投票用紙等の必要書類を４月

１３日（月）を発送事務の完了期限として届出の住所に送付します。ただし、無投票と

なった場合は、その旨を別途お知らせさせていただきます。 

  ⑤郵便投票の方法 

   投票用紙等が届きましたら、以下の手順で投票手続きを行い、選挙管理会（教務所）

宛に郵送してください。 

   ・投票用紙に投票する候補者１名の氏名を記入する。 

   ・投票用紙のみを投票用封筒に入れて封をする。 

   ・封をした投票用封筒を郵便用封筒に入れてさらに封をする。 

   ・郵便用封筒の裏面に住所・氏名等を記載する。 

   ・選挙管理会（教務所）宛に書留郵便（書留速達又は簡易書留）にて郵送する。 

※４月２０日（月）１７時必着 
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（４）無投票 

   候補者の数が選挙区の議員の定数を超えないとき、若しくは候補辞退等により超えな

くなったときは、無投票となります。 

 

８ 開票について 

  開票は教務所にて行います。開票日時については、選挙人に対する通知でお知らせしま

す。 

 

９ 教区ＷＥＢサイト等でのお知らせ等について 

  選挙に関する必要な情報は、宗派及び教区ＷＥＢサイト・教区公式 LINE においても随

時お知らせしますので、ご確認ください。 

  その他ご不明な点は、選挙管理会（教務所）までお尋ねください。 

以 上  


